
議案第１２号  

 

 

   調布市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  令和  ７  年  ２  月２８日  

 

 

               提出者  調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の一部改正に伴い，引用する条項を改めるとともに，所要の改正を行うため，

提案するものであります。  



 

調布市条例第    号  

 

 

   調布市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例  

 

 

 調布市個人番号の利用に関する条例（平成２７年調布市条例第５２号）の

一部を次のように改正する。  

 

 

 第２条第２号中「第８項」を「第９項」に改め，同条第３号中「第１２項」

を「第１３項」に改め，同条第４号中「第１４項」を「第１５項」に改める｡  

別表第１  ４の項を次のように改める。  

４  削除   

別表第２  ２の項中「生活保護法」を「生活保護法（昭和２５年法律第  

１４４号）」に改め，同表５の項中「（以下「障害者自立支援給付関係情報」  

という。）」を削り，同表２１の項中「（以下「児童手当関係情報」という｡)｣

を削り，同表２２の項を次のように改める。  

２２  削除    

 

 

   附  則  

 この条例は，令和７年４月１日から施行する。ただし，別表第１及び別表

第２の改正規定は，規則で定める日から施行する。  


